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基発0520第２号

職発0520第１号

平成23年５月20日

各都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長

（公印省略）

厚生労働省職業安定局長

（公印省略）

雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律

の一部を改正する法律の施行について

「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律」につ

いては、第177回通常国会において、平成23年５月13日に可決成立し、本日平成23年法律

第46号として公布され、同年８月１日（国庫負担の暫定措置に関する改正については公布

の日、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正については平成24年４月１日）

から施行されることとなった。

我が国の雇用失業情勢は、依然として厳しい状況にあり、また、非正規労働者や長期失

業者の割合が長期的に上昇する中で、雇用のセーフティネットの充実を図ることが必要と

なっているところである。

「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律」は、

このような状況に対応して （１）労働者の生活の安定を確保するため、失業等給付にお、

ける賃金日額の下限額等を引き上げるとともに （２）失業者の安定した再就職の促進を、

図るため、就業促進手当の給付額を引き上げる等の見直しを行うほか （３）雇用保険の、

財政状況等を勘案し、失業等給付に係る保険料率を引き下げる等の措置を講ずるものであ

る。

その主たる内容は下記のとおりであるので、その趣旨を十分理解の上、その施行に万全

を期せられたく、通達する。

記
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第１ 雇用保険法の一部改正

１ 失業等給付の改正

（１）賃金日額の下限額等の改正

イ 賃金日額の下限額等の変更

賃金日額の下限額を2,320円とし、上限額を受給資格者の年齢に応じ、次の表

に掲げる額とするものとしたこと （雇用保険法第17条第４項関係）。

年齢 賃金日額の上限額

60歳以上65歳未満 15,020円

45歳以上60歳未満 15,730円

30歳以上45歳未満 14,300円

30歳未満 12,870円

ロ 次の表に掲げる基本手当の給付率に応じて定められている賃金日額の範囲の額

について、受給資格者の年齢に応じて次の表に掲げる額とするものとしたこと。

（雇用保険法第16条関係）

年齢 基本手当の給付率 賃金日額

60歳未満 100分の80から 4,640円以上11,740円以下

100分の50まで

60歳以上 100分の80から 4,640円以上10,570円以下

65歳未満 100分の45まで

（２）就業促進手当の改正

イ 再就職手当について、安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給

残日数が所定給付日数の３分の１以上であるものに対して支給するものとし、同

内容を規定した暫定措置を廃止したこと （雇用保険法第56条の３第１項第１号。

関係及び同法附則第９条の削除）

ロ イの再就職手当の額について、基本手当日額に、支給残日数に相当する額に10

分の５（支給残日数が所定給付日数の３分の２以上であるものにあっては、10分

の６）を乗じて得た数を乗じて得た額とするものとし、再就職手当の額に係る暫

定措置を廃止したこと （雇用保険法第56条の３第３項関係及び同法附則第９条。

の削除）

ハ 常用就職支度手当について、安定した職業に就いた日の前日における基本手当

の支給残日数が所定給付日数の３分の１未満であるものに対して支給するものと

したこと （雇用保険法第56条の３第１項第２号関係）。

ニ ハの常用就職支度手当の額について、基本手当日額に40を乗じて得た額を限度

として厚生労働省令で定める額とするものとし、同内容を規定した暫定措置を廃
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止したこと （雇用保険法第56条の３第３項関係及び同法附則第９条の削除）。

（３）その他所要の改正

高年齢雇用継続給付に係る支給限度額を変更したこと （雇用保険法第61条関。

係）

２ 国庫負担の暫定措置の廃止時期に関する改正

雇用保険の国庫負担について、引き続き検討を行い、できるだけ速やかに、安定し

た財源を確保した上で附則第13条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するも

のとしたこと （雇用保険法附則第15条関係）。

３ その他

その他所要の規定の整備を行うもの。

第２ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正

１ 雇用保険率の改正

雇用保険率を1000分の17.5（うち失業等給付に係る率1000分の14 （農林水産業及）

び清酒製造業については1000分の19.5（同1000分の16 、建設業については1000分の2）

0.5（同1000分の16 ）とするものとしたこと （労働保険の保険料の徴収等に関する） 。

法律第12条第４項関係）

２ 雇用保険率の弾力的変更の範囲の改正

労働保険特別会計の雇用勘定の積立金の状況による雇用保険率の変更は、1000分の

13.5から1000分の21.5まで（農林水産業及び清酒製造業については1000分の15.5から

1000分の23.5まで、建設業については1000分の16.5から1000分の24.5まで）の範囲で

行うものとしたこと （労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第５項関係）。

３ その他

その他所要の規定の整備を行うもの。

第３ その他

１ 施行期日

この法律は、平成23年８月１日から施行するものとしたこと。ただし、第１の２に

ついては公布の日から、第２については平成24年４月１日から施行するものとしたこ

と （附則第１条関係）。

（注）第１の１の（１）の賃金日額の下限額等の改正及び（３）の高年齢雇用継続給付
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に係る支給限度額の変更は、平成23年８月１日から施行することとしているが、こ

の法律に規定する額が同日から適用されるものではない点に留意すること。

同日から適用される額は、この法律に規定する額に、雇用保険法第18条第１項の

規定に基づく自動的変更を講ずることにより算定される額とするものであること。

なお、当該算定額については、平成23年６月下旬を目途に告示する予定である。

２ 経過措置

この法律の施行に関し必要な経過措置を定めること （附則第２条から第10条まで。

関係）
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